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広 報 
村の人口　6,887人 

　 男　 　3,330人 

　 女 　　3,557人 

　世帯数 　2,046戸 

Ｈ17国勢調査による修正値 

（平成18年２月１日現在） 2006 第249号 

編集　総務課／発行　喬木村役場　TEL 0265－33－2001 FAX 0265－33－3679 
　　　　　　　印刷　龍共印刷株式会社（飯田市上郷黒田121－1） 

　

任
期
満
了
に
伴
う
喬
木
村
長
選

挙
が
、一
月
十
七
日
に
告
示
さ
れ
、

現
職
と
新
人
の
一
騎
打
ち
と
な
り
、

五
日
間
に
わ
た
る
選
挙
戦
が
展
開

さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
告
示
日
の
翌
日
の
一
月

十
八
日
か
ら
投
票
日
の
前
日
の
二

十
一
日
ま
で
、
喬
木
村
老
人
福
祉

セ
ン
タ
ー
に
期
日
前
投
票
所
が
設

置
さ
れ
、
期
日
前
投
票
期
間
中
、

投
票
当
日
の
有
権
者
数
の
約
十
二

％
に
あ
た
る
六
八
二
名
の
方
に
投

票
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

投
票
日
の
一
月
二
十
二
日
は
、

一
時
雪
も
降
る
、
寒
い
日
と
な
り

た
。

　

即
日
開
票
の
結
果
現
職
の
大
平

利
次
さ
ん
が
当
選
さ
れ
、
一
月
三

十
日
に
初
登
庁
さ
れ
ま
し
た
。

　

各
投
票
所
の
投

票
結
果
と
、
開
票

結
果
は
、
次
の
と

お
り
で
す
。

ま
し
た
が
、
村
内
十

一
カ
所
に
設
置
さ
れ

た
投
票
所
に
、
早
朝

か
ら
投
票
に
足
を
お

運
び
い
た
だ
き
ま
し

た
。

　

投
票
率
は
、
前
回

の
村
長
選
挙
を
約
四

％
下
回
る
、
八
十
三
・

五
六
％
と
な
り
ま
し

平成18年１月22日執行
喬木村長選挙　開票結果

得　 票　 数氏　　　　名

2,990票大 平 利 次

1,774票桐 生 純 治

4,764票有効投票数

38票無効投票数

4,802票投 票 総 数

83.56％投　 票　 率

平成18年１月22日執行　喬木村長選

投　票　結　果
期日前・不在者含む

投票率期日前投票者数有権者数区　　分

81.1452374525男第１投票所

南・馬場・両平
80.8067417599女

80.961197911,124計

83.5177485673男第２投票所

北・寺の前・郭・町
83.07101537768女

83.281781,0221,441計

93.581884109男第３投票所

帰牛原
91.542495130女

92.4742179239計

88.0023109150男第４投票所

上平
89.0936111165女

88.5759220315計

74.4628316462男第５投票所

伊久間
77.8552331492女

76.2180647954計

87.0134274354男第６投票所

富田
88.4048295388女

87.7482569742計

89.66116787男第７投票所

大和知
89.3376075女

89.5118127162計

89.36137194男第８投票所

氏乗
87.76147298女

88.5427143192計

88.122069101男第９投票所

加々須
91.49266094女

89.7446129195計

91.0734856男第10投票所

大島
79.6974464女

85.001092120計

84.6711105137男第11投票所

田上川
84.131096126女

84.4121201263計

83.412902,0022,748男

計 83.693922,1182,999女

83.566824,1205,747計
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喬
木
村
長
選
挙
が
一
月
二
十
二
日
に
執
行
さ
れ
ま
し
た

喬
木
村
長
選
挙
が
一
月
二
十
二
日
に
執
行
さ
れ
ま
し
た
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　介護保険制度は昨年１０月に介護保険施設の利用等が改正されました。今回は介護保険全体が見直されます。

　主な見直しとしては、新しい要介護状態の区分による新予防給付と地域支援事業の創設、新たなサービス体系の

確立として地域密着型サービスと地域包括支援センターの創設、第１号保険料（６５歳以上）の見直しが揚げられま

す。今回は新しい要介護状態の区分と新予防給付、地域支援事業についてお知らせいたします。

１．新要介護状態区分
　現在は申請者の様子により、要支援、要介護１～５と６段階に分かれています。平成１８年度からは要支援１～２

と要介護１～５というように７段階に分かれます。主に要介護１の方について、新予防給付のサービスを受けるこ

とにより、現在より状態が悪化せず状態が維持されると認定された方は要支援２に、介護サービスが必要な方は要

介護１に分かれます。調査項目なども新年度から変更になります。

予防給付 介　護　給　付 

 要介護１ 
 

現行 要支援 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

要支援者 
要支援２ 

要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５  要支援１ 

２．新予防給付について
　制度改正により、要支援と要介護１の一部の認定者は要支援１・２に区分され、要介護状態等の軽減、悪化防止

に効果的な新予防給付のサービスを受けます。既存サービス（現行　支援サービス）については内容が見直され、新

たに筋力向上、栄養改善や口腔機能向上等のサービスが加わります。マネージメントについては市町村が責任主体

となって、地域包括支援センターが実施します。

３．地域支援事業
　要支援・要介護状態になるおそれのある高齢者を対象とした介護予防事業が、介護保険制度に新たに位置づけら

れます。また、高齢者虐待防止等の権利擁護事業が実施されます。（成年後見制度に関することを含む）

　喬木村では下記の事業を地域支援事業として、いきいきクラブやミニデイサービスに取り入れて行きたい 
と思います。  

転倒骨折予防事業 地区ミニデイサービス 家族介護者交流事業 生きがい活動支援事業 
生活管理指導員派遣事業 家族介護教室 訪問指導事業 短期保護事業 
やすらぎ支援 高齢者食生活改善事業 口腔ケア事業 介護慰労事業  
配食サービス いきいきクラブ 地域包括支援センター運営事業 

■介護サービスの利用手続き 

利
　
用
　
者 

市
町
村
の
窓
口 

認
定
調
査 

医
師
の
意
見
書 

医
師
、介
護
職
員
、福
祉
関
係
者
な
ど
に
よ
る 

要

介

護

認

定 

寝たきりや認知症で 
介護サービスが必要な方 

要介護５ 
 
要介護１ 
〜 

要支援 

要介護状態となるおそれがあり 
日常生活に支援が必要な方 

非該当 

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
計
画 

（
ケ
ア
プ
ラ
ン
） 

○施設サービス 
・特別養護老人ホーム 
・介護老人保健施設 
・介護職員が手厚く配置された 
　病院など 

○在宅サービス 
・ホームヘルパー 
・訪問介護 
・デイサービス 
・短期入所サービス 
・福祉用具の貸代 
　　　　　　　など 

喬木村の地域支援事業 
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厳
し
い
状
況
下
に
あ
っ
て
、
持
続

可
能
な
村
政
運
営
を
今
後
と
も
進

め
て
い
く
上
で
最
も
基
本
と
な
る

指
針
で
あ
る
喬
木
村
行
政
改
革
大

綱
及
び
そ
の
具
体
的
な
実
施
計
画

に
あ
た
る
集
中
改
革
プ
ラ
ン
を
新

た
に
策
定
す
る
こ
と
と
し
、
役
場

職
員
の
組
織
と
住
民
か
ら
選
出
さ

れ
た
者
に
よ
る
組
織
と
の
二
段
階

か
ら
な
る
行
財
政
改
革
検
討
委
員

会
に
お
い
て
素
案
づ
く
り
を
し
ま

し
た
。
そ
の
後
、
昨
年
十
二
月
に
、

大
平
村
長
か
ら
当
該
素
案
を
も
っ

て
諮
問
を
受
け
た
喬
木
村
行
政
改

革
推
進
委
員
会（
委
員
十
名
）に
お

い
て
慎
重
審
議
が
重
ね
ら
れ
て
き

ま
し
た
が
、
こ
の
二
月
八
日
に
大

平
村
長
あ
て
に
、
山
田
義
勝
委
員

長
か
ら
第
二
次
喬
木
村
行
政
改
革

大
綱
及
び
集
中
改
革
プ
ラ
ン（
案
）

に
係
る
答
申
書
が
提
出
さ
れ
ま
し

た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
村
で
は
、

���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������
���������������������

第二次喬木村第二次喬木村行政改革大綱行政改革大綱（案）（案）
にににににににににににににに対対対対対対対対対対対対対対すすすすすすすすすすすすすするるるるるるるるるるるるるる答答答答答答答答答答答答答答申申申申申申申申申申申申申申ががががががががががががががに対する答申が行行行行行行行行行行行行行行わわわわわわわわわわわわわわれれれれれれれれれれれれれれままままままままままままままししししししししししししししたたたたたたたたたたたたたた行われました

　

平
成
十
九
年
度
以
降
、
国
の
地

方
財
政
に
関
す
る
厳
し
い
見
直
し

が
避
け
ら
れ
な
い
情
勢
に
あ
っ
て
、

今
ま
で
以
上
に
行
財
政
運
営
の
ス

リ
ム
化
・
健
全
化
に
基
づ
く
体
質

強
化
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

村
で
は
、
平
成
八
年
度
か
ら
喬
木

村
行
政
改
革
大
綱
に
基
づ
き
、
事

務
・
事
業
の
見
直
し
や
組
織
・
機

構
の
見
直
し
等
を
進
め
て
参
り
ま

し
た
が
、
地
方
財
政
を
と
り
ま
く

来
る
村
議
会
三
月
定
例
会
に
村
長

案
を
お
示
し
す
る
手
続
き
を
進
め

て
参
り
ま
す
。

　

第
二
次
喬
木
村
行
政
改
革
大
綱

（
案
）の
主
な
内
容
に
つ
い
て
以
下

に
掲
載
し
て
あ
り
ま
す
が
、
併
せ

て
村
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
、
集
中

改
革
プ
ラ
ン（
案
）を
含
め
た
全
文

を
掲
載
し
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら

に
つ
い
て
ご
意
見
等
が
あ
り
ま
し

た
ら
、
役
場
む
ら
づ
く
り
推
進
室

ま
で
ぜ
ひ
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

　
　

�（
三
三
）五
一
二
九（
直
通
）
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差
し
な
ら
な
い
段
階
に
移
行
し
つ

つ
あ
り
ま
す
。
そ
の
一
方
で
、
行

政
に
対
す
る
住
民
ニ
ー
ズ
の
多
様

化
並
び
に
要
求
水
準
の
高
度
化
は

以
前
に
も
増
し
て
進
行
し
、
住
民

の
価
値
観
の
多
様
化
、
環
境
に
対

す
る
関
心
の
高
ま
り
等
社
会
情
勢

の
変
化
も
加
わ
り
、
地
方
公
共
団

体
に
お
い
て
は
、
自
ら
の
責
任
に

お
い
て
社
会
情
勢
の
変
化
に
柔
軟

か
つ
弾
力
的
に
対
応
で
き
る
よ
う

体
質
を
強
化
し
、
住
民
福
祉
の
向

上
と
個
性
的
で
活
力
あ
る
地
域
社

会
の
構
築
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た

厳
し
い
環
境
に
置
か
れ
て
い
る
現

在
、
本
村
に
お
い
て
も
、
地
方
分

権
の
理
念
で
あ
る
「
自
己
決
定
、

�
広
域
で
対
応
す
る
事
務
・
事
業

の
検
討

�
規
制
緩
和
の
検
討

�
公
共
工
事
の
見
直
し

�
人
材
育
成

�
住
民
自
治
の
あ
り
方
の
検
討

　

こ
れ
ら
の
項
目
に
つ
い
て
、
具

体
的
取
り
組
み
事
項
、検
討
年
度
、

実
施
年
度
、
実
施
担
当
課
を
策
定

し
、
行
政
改
革
の
推
進
に
努
め
、

機
構
改
革
、
事
務
・
事
業
の
合
理

化
等
の
成
果
を
あ
げ
て
き
ま
し
た
。

三　

行
政
改
革
大
綱
の

　
　

見
直
し
等
に
つ
い
て

　

平
成
十
二
年
四
月
の
地
方
分
権

一
括
法
施
行
に
よ
る
国
と
地
方
と

の
役
割
分
担
明
確
化
が
図
ら
れ
る

な
ど
、
地
方
が
自
ら
の
責
任
と
判

断
で
行
動
す
る
姿
勢
が
求
め
ら
れ

た
こ
と
で
、
地
方
分
権
の
方
向
性

は
よ
り
一
層
鮮
明
と
な
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
国
は
平
成
十
六
年
十
二

月
二
十
四
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た

「
今
後
の
行
政
改
革
の
方
針
」
に

基
づ
き
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十

九
日
に
「
地
方
公
共
団
体
に
お
け

る
行
政
改
革
の
推
進
の
た
め
の
新

た
な
指
針
」
を
策
定
し
、
今
後
、

こ
の
指
針
を
参
考
と
し
て
、
よ
り

一
層
積
極
的
な
行
政
改
革
の
推
進

に
努
め
る
よ
う
、
同
日
付
け
の
通

知
で
関
係
地
方
公
共
団
体
に
対
し

要
請
し
ま
し
た
。
こ
の
指
針
で
は
、

次
の
と
お
り
行
政
改
革
に
関
す
る

地
方
公
共
団
体
に
要
請
す
る
事
項

が
謳
わ
れ
て
い
ま
す
。

一　

行
政
改
革
大
綱
の
見
直
し
と

集
中
改
革
プ
ラ
ン
の
公
表

�
行
政
改
革
大
綱
の
見
直
し

第
一　

は
じ
め
に

　

少
子
・
高
齢
化
の
進
展
に
伴
う

本
格
的
な
人
口
減
少
や
右
肩
上
が

り
の
経
済
成
長
か
ら
一
転
し
た
低

成
長
の
時
代
の
到
来
、
高
度
情
報

化
社
会
の
進
展
、
省
資
源
か
つ
環

境
に
優
し
い
循
環
型
社
会
実
現
要

求
と
い
っ
た
様
々
な
課
題
を
抱
え
、

我
が
国
を
と
り
ま
く
社
会
経
済
環

境
は
大
き
な
変
革
の
た
だ
中
に
あ

り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
状
況
の
中
、
国
の
財

政
状
況
は
悪
化
の
一
途
を
た
ど
り
、

い
わ
ゆ
る
「
三
位
一
体
の
改
革
」

に
伴
う
地
方
交
付
税
・
国
庫
補
助

金
の
削
減
に
よ
り
、
基
礎
的
自
治

体
で
あ
る
市
町
村
の
財
政
状
況
は

悪
化
し
、
財
政
の
硬
直
化
は
抜
き

抜
粋　

�
�
�
喬
木
村
行
政
改
革
大
綱（
案
）
�
�
�

喬木村行政改革推進委員名簿

氏　　　　名所　　属

山 田 義 勝村 議 会1

原　 東 彦村 議 会2

木 下 勇 人区 長 会3

佐 藤 守 弘区 長 会4

松 岡 武 夫商 工 会5

木 村　 進
ＪＡみなみ信州
理　 事

6

市 瀬 ま さ 子女 団 連7

大 崎 悦 雄監 査 委 員8

寺 沢 好 康
飯 田 信 用 金 庫
喬 木 支 店 長

9

芳 村 龍 太 郎
喬木村職員組合
執 行 委 員 長

10

自
己
責
任
」
の
下
、
限
ら
れ
た
資

源（
ヒ
ト
・
モ
ノ
・
カ
ネ
）を
有
効

に
活
用
し
つ
つ
、
活
力
と
魅
力
に

溢
れ
た
地
域
づ
く
り
を
進
め
て
い

く
た
め
、
多
様
化
す
る
住
民
ニ
ー

ズ
を
い
ち
早
く
か
つ
的
確
に
捉
え

る
と
と
も
に
、
事
務
・
事
業
の
見

直
し
や
歳
出
の
ス
リ
ム
化
に
不
断

に
取
り
組
む
中
、
簡
素
効
率
的
な

行
政
運
営
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る

こ
と
が
急
務
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ

の
た
め
に
、
今
後
の
自
律
的
な
む

ら
づ
く
り
を
進
め
て
い
く
上
で
の

基
礎
的
土
台
た
る
行
政
改
革
に
村

一
丸
と
な
っ
て
取
り
組
む
必
要
が

あ
り
ま
す
。

第
二　

行
政
改
革
大
綱
の
見
直
し

一　

行
政
改
革
大
綱
に
つ
い
て

�
行
政
改
革
大
綱
は
、
村
の
行
財

政
改
革
の
方
向
性
を
示
す
根
幹

に
な
る
も
の
で
す
。

�
平
成
十
二
年
の
地
方
分
権
一
括

法
の
施
行
に
よ
り
、
地
方
分
権

の
推
進
が
実
行
段
階
に
あ
る
現

在
、
村
の
行
政
改
革
に
求
め
ら

れ
て
い
る
基
本
的
な
考
え
方
は

以
下
の
と
お
り
で
す
。

・
住
民
の
目
線
に
立
っ
た
行
政
運

営
を
進
め
る
こ
と
で
、
住
民
福

祉
の
向
上
と
活
力
あ
る
地
域
社

会
を
構
築
す
る
こ
と

・
絶
え
ず
変
化
す
る
社
会
情
勢
に

柔
軟
か
つ
弾
力
的
に
対
応
で
き

る
よ
う
に
、
限
ら
れ
た
行
財
政

資
源
を
有
効
に
活
用
し
た
自
律

的
な
運
営
を
推
進
す
る
こ
と
で
、

高
度
化
・
多
様
化
す
る
住
民
ニ
ー

ズ
に
適
切
に
対
応
し
つ
つ
、
簡

素
で
効
率
的
な
行
政
体
制
を
確

立
す
る
こ
と

　

こ
う
し
た
考
え
方
に
立
っ
て
、

住
民
参
加
の
喬
木
村
む
ら
づ
く
り

委
員
会
か
ら
出
さ
れ
た
行
財
政
改

革
に
対
す
る
提
言
も
踏
ま
え
つ
つ
、

総
合
振
興
計
画
や
財
政
計
画
と
一

体
を
な
す
も
の
と
し
て
策
定
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

二　

こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み
経
過

　

簡
素
で
効
率
的
な
行
財
政
運
営

の
確
立
を
目
指
し
た
六
章
十
六
項

目
か
ら
な
る
「
第
一
次
喬
木
村
行

政
改
革
大
綱
」
が
平
成
八
年
三
月

に
策
定（
実
施
期
間
は
平
成
八
年

度
か
ら
十
二
年
度
ま
で
の
五
年
間
）

さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
地
方
分

権
の
進
展
に
伴
う
制
度
改
革
、
深

刻
化
す
る
少
子
・
高
齢
化
、
財
政

の
更
な
る
健
全
化
要
請
と
い
っ
た

社
会
経
済
環
境
の
変
化
及
び
国
か

ら
平
成
九
年
十
一
月
に
「
地
方
自

治
・
新
時
代
に
対
応
し
た
地
方
公

共
団
体
の
行
政
改
革
推
進
の
た
め

の
指
針
」
に
よ
り
地
方
公
共
団
体

に
対
し
行
政
改
革
の
積
極
的
な
取

り
組
み
要
請
が
な
さ
れ
た
こ
と
を

受
け
、
平
成
十
年
九
月
に
、「
第
一

次
喬
木
村
行
政
改
革
大
綱
」
の
見

直
し
が
行
わ
れ
、「
自
主
自
立
の
豊

か
な
個
性
あ
る
村
づ
く
り
」
の
実

現
に
向
け
て
、
平
成
九
年
度
か
ら

十
三
年
度
ま
で
の
五
年
間
を
実
施

期
間
と
し
、
取
り
組
む
べ
き
課
題

を
次
の
と
お
り
掲
げ
ま
し
た
。

�
財
政
の
健
全
化
と
事
務
・
事
業

の
見
直
し

�
人
事
管
理
と
各
種
委
員
会
の
見

直
し　

�
委
託
化
で
き
る
事
業
の
検
討
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行
政
組
織
運
営
全
般
に
、
計
画

策
定（
Ｐ
ｌ
ａ
ｎ
）�
実
施（
Ｄ
ｏ
）

�
検
証（
Ｃ
ｈ
ｅ
ｃ
ｋ
）�
見
直
し

（
Ａ
ｃ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
）の
サ
イ
ク
ル（
Ｐ

Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
）に
基
づ
き
、
不

断
の
点
検
を
行
い
つ
つ
、
従
来
の

行
政
改
革
大
綱
の
見
直
し
を
行
う

こ
と

�
集
中
改
革
プ
ラ
ン
の
公
表

　

行
政
改
革
大
綱
に
基
づ
く
具
体

的
な
取
組
を
集
中
実
施
す
る
た
め
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
中
心
に
、
平

成
十
七
年
度
を
起
点
に
概
ね
平
成

二
十
一
年
度
ま
で
の
具
体
的
な
取

組
み
を
明
示
し
た
計
画
を
平
成
十

七
年
度
中
に
公
表
す
る
こ
と

�
事
務
・
事
業
の
再
編
・
整
理
、

廃
止
・
統
合

�
民
間
委
託
等
の
推
進
（
指
定
管

理
者
制
度
の
活
用
を
含
む
。）

�
定
員
管
理
の
適
正
化

�
手
当
の
総
点
検
を
は
じ
め
と
す

る
給
与
の
適
正
化

�
第
三
セ
ク
タ
ー
の
見
直
し

�
経
費
節
減
等
の
財
政
効
果

�
そ
の
他

�
説
明
責
任
の
確
保

�
行
政
改
革
大
綱
及
び
集
中
改
革

プ
ラ
ン
の
見
直
し
又
は
策
定
段

階
に
お
け
る
、
住
民
等
の
意
見

を
聴
取
す
る
仕
組
み
づ
く
り

�
行
政
改
革
大
綱
等
の
見
直
し
又

は
策
定
過
程
の
Ｈ
Ｐ
や
公
報
を

通
じ
て
の
住
民
等
へ
の
公
表

�
行
政
改
革
大
綱
等
に
基
づ
く
成

果
に
つ
い
て
、
住
民
等
に
わ
か

り
や
す
い
公
表

第
三　

第
二
次
行
政
改
革
大
綱

　
　
　

策
定
の
基
本
姿
勢

一　

行
政
改
革
の
基
本
方
針

　

国
及
び
地
方
を
と
り
ま
く
財
政

環
境
が
厳
し
さ
を
増
す
中
、
住
民

の
行
政
に
対
す
る
多
様
な
ニ
ー
ズ

に
対
応
し
つ
つ
活
力
と
個
性
に
あ

ふ
れ
た
む
ら
づ
く
り
を
進
め
る
と

と
も
に
、
住
民
に
開
か
れ
た
村
政

運
営
を
図
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
た
め
に
は
、
組
織
・
機
構

の
見
直
し
、
事
務
・
事
業
の
見
直

し
を
進
め
、
さ
ら
な
る
行
財
政
運

営
の
効
率
化
を
図
る
中
、
自
律
的

で
持
続
的
な
む
ら
づ
く
り
を
進
め

て
い
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
第
２

次
行
政
改
革
大
綱
を
策
定
す
る
に

あ
た
り
、
効
率
的
行
財
政
の
確
立

を
図
る
た
め
の
基
本
方
針
を
以
下

の
と
お
り
掲
げ
ま
す
。

�
自
律
を
目
指
す
喬
木
村
の
体
質

強
化
を
図
る
た
め
の
指
針
と
し
、

「
改
革
に
終
わ
り
は
な
い
」
も
の

と
し
て
、
積
極
的
か
つ
継
続
的

に
行
政
改
革
の
推
進
に
取
り
組

み
ま
す
。

�
新
た
な
行
政
需
要
に
対
応
し
つ

つ
限
ら
れ
た
行
財
政
資
源
を
有

効
活
用
す
る
た
め
、
事
務
・
事

業
の
見
直
し
を
進
め
、
行
政
の

簡
素
化
・
効
率
化
を
図
り
ま
す
。

ま
た
、
課
・
係
の
統
廃
合
、
各

種
委
員
会
等
の
見
直
し
、
公
共

施
設
運
営
の
民
間
委
託
を
進
め

る
等
住
民
サ
ー
ビ
ス
を
で
き
る

だ
け
低
下
さ
せ
な
い
形
で
の
大

胆
な
組
織
・
機
構
改
革
を
推
進

し
ま
す
。「
住
民
に
と
っ
て
必
要

な
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
最
小
の
経

費
で
提
供
し
、
最
大
の
効
果
を

あ
げ
る
」
こ
と
を
行
財
政
運
営

の
根
幹
に
据
え
ま
す
。

�
中
長
期
的
な
視
野
に
立
ち
、
健

全
で
持
続
可
能
な
財
政
運
営
に

向
け
た
取
り
組
み
を
進
め
ま
す
。

�
行
政
改
革
を
実
効
あ
る
も
の
と

す
る
た
め
、
行
政
評
価
制
度
、

人
事
評
価
制
度
の
導
入
に
つ
い

て
検
討
し
ま
す
。

�
行
政
が
こ
れ
ま
で
担
っ
て
き
た

行
政
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
、
個

人
で
で
き
る
こ
と
は
個
人
で
、

で
き
な
い
部
分
は
地
域
で
、
さ

ら
に
個
人
や
地
域
で
で
き
な
い

こ
と
は
行
政
が
担
う
と
い
う
い

わ
ゆ
る
「
補
完
性
の
原
理
」
に

基
づ
き
そ
の
役
割
を
見
直
す
中
、

多
様
な
人
々
が
行
政
に
参
画
す

る
こ
と
で
住
民
と
行
政
の
協
働

態
勢
を
構
築
し
ま
す
。

二　

行
政
改
革
の
期
間

　

こ
の
第
２
次
喬
木
村
行
政
改
革

大
綱
に
基
づ
く
行
政
改
革
の
実
施

に
あ
た
っ
て
は
、
前
記
の
集
中
改

革
プ
ラ
ン
に
該
当
す
る
実
施
計
画

を
策
定
し
、
年
次
的
に
改
革
を
推

進
し
ま
す
。

　

実
施
計
画
の
期
間
は
、
平
成
十

八
年
度
か
ら
平
成
二
十
二
年
度
ま

で
の
五
年
間
と
し
ま
す
が
、
前
記

集
中
改
革
プ
ラ
ン
に
つ
い
て
、
平

成
十
七
年
度
を
起
点
と
し
て
二
十

一
年
度
ま
で
の
具
体
的
な
取
り
組

み
を
明
示
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
鑑
み
、
平
成
十
七
年
度

に
つ
い
て
も
併
せ
て
実
施
計
画
に

盛
り
込
む
こ
と
と
し
ま
す
。

三　

行
政
改
革
推
進
体
制

　

職
員
並
び
に
職
員
外
の
住
民
を

も
っ
て
個
々
に
組
織
さ
れ
る
「
喬

木
村
行
財
政
改
革
検
討
委
員
会
」

及
び
村
内
有
識
者
を
も
っ
て
構
成

さ
れ
る
「
喬
木
村
行
政
改
革
推
進

委
員
会
」
と
い
う
複
数
の
段
階
を

経
て
策
定
さ
れ
る
第
２
次
行
政
改

革
大
綱
に
つ
い
て
は
、
そ
の
策
定

段
階
に
お
い
て
、
地
区
懇
談
会
や

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
当
該
案
を
公

表
す
る
中
、
住
民
の
方
の
意
見
を

聴
取（
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）す

る
こ
と
と
し
、
最
終
的
に
村
議
会

に
報
告
・
審
議
い
た
だ
き
ま
す
。

以
降
の
行
政
改
革
推
進
体
制
に
つ

い
て
は
、
集
中
改
革
プ
ラ
ン
に
該

当
す
る
実
施
計
画
に
掲
げ
た
項
目

毎
、
担
当
課（
担
当
係
）の
責
任
に

お
い
て
取
り
組
む
こ
と
と
な
り
ま

す
が
、
併
せ
て
進
捗
状
況
等
を
統

括
す
る
た
め
、
喬
木
村
行
政
改
革

推
進
本
部
設
置
要
綱
に
基
づ
く
喬

木
村
行
政
改
革
推
進
本
部（
本
部

長
：
村
長
）を
設
置
し
、
全
庁
・
全

職
員
で
一
丸
と
な
っ
て
行
政
改
革

を
推
進
し
て
い
き
ま
す
。

四　

説
明
責
任
の
確
保
と
進
行
管
理

　

行
政
改
革
の
推
進
に
は
、
住
民

の
理
解
と
協
力
が
必
要
不
可
欠
で

あ
る
た
め
、
第
二
次
喬
木
村
行
政

改
革
大
綱
策
定
段
階
に
お
い
て
、

で
き
る
だ
け
わ
か
り
や
す
い
形
で

の
公
表
に
心
掛
け
る
と
と
も
に
、

地
区
懇
談
会
や
ホ
ー
ム
ベ
ー
ジ
、

情
報
誌
等
の
媒
体
を
通
じ
て
住
民

の
み
な
さ
ん
か
ら
意
見
聴
取（
パ
ブ

リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）す
る
こ
と
で
、

幅
広
い
住
民
の
み
な
さ
ん
か
ら
の

意
見
を
反
映
さ
せ
る
よ
う
努
め
ま

す
。

　

ま
た
、
実
施
計
画
に
掲
げ
た
各

項
目
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て
は
、

定
期
的
に
点
検
し
、
そ
の
達
成
度

を
管
理
す
る
と
と
も
に
適
宜
、
地

区
懇
談
会
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
情

報
誌
等
の
媒
体
を
通
じ
て
情
報
提

供
を
行
う
こ
と
で
情
報
の
共
有
化

を
図
り
ま
す
。

　

な
お
、
今
後
の
社
会
情
勢
の
変

化
に
よ
り
新
た
に
生
じ
た
課
題
等

に
つ
い
て
は
、
適
宜
追
加
又
は
内

容
の
修
正
を
行
い
、
時
宜
に
応
じ

た
改
革
を
進
め
る
こ
と
と
し
ま
す
。

第
四　

第
二
次
行
政
改
革
大
綱

　
　
　

の
内
容

　

基
本
方
針
の
下
、
今
後
取
り
組

む
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
、
体

系
的
に
整
理
し
て
以
下
の
と
お
り

掲
出
し
ま
す
。

一　

改
革
の
柱

　

以
下
の
五
項
目
を「
改
革
の
柱
」

に
位
置
づ
け
、
行
政
改
革
を
推
進

し
ま
す
。

二　

重
点
項
目

　

改
革
の
柱
の
下
、
以
下
の
と
お

り
重
点
項
目
を
定
め
、
行
政
改
革

の
推
進
に
向
け
た
具
体
的
な
取
り

組
み
を
実
行
し
ま
す
。

行
政
運
営
シ
ス
テ
ム
の
改
革

人
事
管
理
制
度
の
改
革

地
域
協
働
（
住
民
参
加
型
行
政
）

の
推
進

公
正
の
確
保
と
情
報
の
共
有
化

自
律
的
財
政
運
営
の
確
保
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【集中改革プラン（実施計画書）の主な事項】
実施年度内　　　　　　　　　　容事　業　名項目(中分類)項目(大分類)

H18～
・担当業務の枠を超えた広く村政全般に係る柔軟かつ
創意工夫に溢れる提案を募集する制度を創設

職員提案制度の創設1

事務・事業の見直しa

行政運営システムの改革1

H18～
・全事務・事業について必要性、効果性といった指標
に基づく分析を実施し、それらについて複数の評価
者が関わる中、事業の継続または統廃合を決定

行政評価制度の導入2

H18～・政策立案過程における住民の意見提出手続きを制度化パブリックコメント制度3

H18～

・設計を除き、入札及び契約に係る事務を単一係（グ
ループ）に集約

・一般競争入札や企画提案コンペ等多様な入札制度の
検討

入札・契約制度　　4

H18～
・議会定例会について、夜間や土・日開催の検討
・議会活動を村民に知っていただく媒体や手法につい
て検討

議会を知る機会の拡大5

H18～
・道路運送車両法第21条の規定による村営バスの民間
業者による委託運行

村営バスの運行1民間委託等の推進b

H18～
・現在管理委託している公の施設に、指定管理者制度
を導入

指定管理者制度の導入1
指定管理者制度の活用c

H17～・当面の間、現行３園の直営体制を維持保育園の運営　2

H17～
・現在、広範な業務を請け負っている（有）たかぎに
ついて、業務内容を含め今後のあり方の検討

（有）たかぎ1
第３セクターの抜本的
見直し

d

H18～
・審議会や各種委員会等について、設置目的や内容等
を精査

審議会等委員への村議充て職
の見直し　

1

組織・機構の見直しｅ

H17～・定数削減農業委員会定数の見直し2

H18～・社会教育委員による公民館運営審議委員兼務公民館運営審議会3

H18～
・事務・事業の見直しと併せて現行の課・係体制につ
いて見直し

行政組織の見直し4

H18～・統廃合及び定数並びに委員選定方法の見直し各種審議会等の見直し5

H18～・定員適正化計画に基づく職員数の削減定員管理の適正化1定員管理の適正化ｇ

人事管理制度の改革2

H18～
・タイムレコーダーの導入により、正確な勤務時間の
把握

勤務時間管理の適正化　1

給与等の適正化ｈ

H18～
・客観的な尺度で構築された人事評価制度に基づく昇
給・昇格の実施

人事評価制度の導入2

H17～・日常業務の中で、電話・窓口応対等の改善第一印象イメージアップ事業1

人材育成の推進ｋ

H17～
・職階ごとの研修計画のほか民間企業研修等の新たな
研修メニューの検討

職員研修計画の整備2

H18～・全村一律に資材の提供、購入費の補助
地域内道路の維持管理への住
民参加

1

住民や地域との連携・
支援

ｌ
地域協働（住民参加型行
政）の推進

3

H17～
・区の地域づくり活動に対する地区担当職員による人
的支援

・第４次総合振興計画内に地区振興計画を新設
地域づくり支援　2

H18～
・事業別の具体的な表記に加え、担当課、担当係とし
ての重点事業を明記

解りやすい予算書、決算書の
作成

1外部監査及び情報公開ｍ公正の確保と情報の共有化4

H18～・利用計画のない村有地を売却普通財産未利用地の処分等1

財政の健全化ｎ

自律的財政運営の確保5

H18～・入札制度の導入村有林地内きのこ採取2

H18～・利用団体、利用者による運動公園の草刈り等運動公園の維持管理3

H17～・効果的な徴収対策を機動的に発動徴収率向上対策4

H18～
・住民からの十分な意見聴取を踏まえ、経費に見合っ
た所要の見直しや減免規定についての改正

使用料・手数料の適正化5

H17～・全庁的な経常的経費の一層の削減経常経費の削減6

H18～

・特別職報酬等審議会の運営について十分に議論が尽
くされるよう所要の見直し

・平成17年人事院勧告に基づく勤務成績の給与への反
映及び55歳以上の昇給幅抑制実施

人件費の削減7

H18～
・補助金の統廃合
・現行の補助金を収斂した自治振興交付金の創設検討

補助金の見直し8

H18～
・交通量、利用度に見合った負担金
・負担割合の設定と、幹線道路・地域内道路という観
点からの認定見直し

道路網の再編1

公共工事ｐ

H18～・通行量に応じて待避所の設置などの局部改良対応
ローカルルールによる道路改
良工事の推進

2



情報誌 ２００6.3 8

南信州水田農業推進協議会では、水田農業を推進するために、産地づくり交付金による助成を行い売れる米作　南信州水田農業推進協議会では、水田農業を推進するために、産地づくり交付金による助成を行い売れる米作

り、安全安心で魅力ある園芸品目の振興を進めています。り、安全安心で魅力ある園芸品目の振興を進めています。

平成１８年の水田農業の推進については、２月２１日から２４日に開催します地区説明会や各農家あて通知でお知らせ　平成１８年の水田農業の推進については、２月２１日から２４日に開催します地区説明会や各農家あて通知でお知らせ

したところですが、産地づくり交付金の助成については、今年度単価の引き上げや新たな助成制度も設けられまししたところですが、産地づくり交付金の助成については、今年度単価の引き上げや新たな助成制度も設けられまし

たので、制度を有効活用していただくため、再度お知らせします。たので、制度を有効活用していただくため、再度お知らせします。

なお、各制度の助成を受けるには、申請や申込みが必要になりますので、お間違い、お忘れのないようにお願い　なお、各制度の助成を受けるには、申請や申込みが必要になりますので、お間違い、お忘れのないようにお願い

します。します。

産地づくり交付金の助成制度産地づくり交付金の助成制度
申請手続き申請手続き助成単価（見込）助成単価（見込）助成の種類助成の種類

各農家に送付してあります水稲生産実施計各農家に送付してあります水稲生産実施計
画書に記入して、３月１０日までにJA生産課画書に記入して、３月１０日までにJA生産課
または役場農政係まで提出してください。または役場農政係まで提出してください。

１０ａ当たり７,０００円１０ａ当たり７,０００円
野菜や果樹など南信州水田農業ビジョンで野菜や果樹など南信州水田農業ビジョンで
定めた振興品目の水田への作付に対する助定めた振興品目の水田への作付に対する助
成成

①

詳しくは、JAの生産課にお問い合わせくだ詳しくは、JAの生産課にお問い合わせくだ
さい。さい。

苗木の補助半額補助や①に上苗木の補助半額補助や①に上
乗せしての助成乗せしての助成

大豆、初つがる、きゅうり、アスパラ等南大豆、初つがる、きゅうり、アスパラ等南
信州水田農業ビジョンで定めた重点品目信州水田農業ビジョンで定めた重点品目（水（水
田への作付）田への作付）

②

役場及びJAにある申請書に、必要事項を記役場及びJAにある申請書に、必要事項を記
入、押印及び堆肥購入の領収書を添付して、入、押印及び堆肥購入の領収書を添付して、
１０月３１日１０月３１日（できる限り６月３０日）（できる限り６月３０日）までに提出までに提出
してください。してください。

堆肥１トン当たり１,５００円堆肥１トン当たり１,５００円
振興品目の水田への作付に対して飯田下伊振興品目の水田への作付に対して飯田下伊
那管内の堆肥を購入した場合の助成那管内の堆肥を購入した場合の助成③

JAにて３月上旬に開催される説明会に参加し、JAにて３月上旬に開催される説明会に参加し、
申込書を提出してください。申込書を提出してください。

こだわり米こだわり米
１０ａ当たり約２俵分　１０ａ当たり約２俵分

湛水直播栽培湛水直播栽培
１０ａ当たり約1.5俵分　１０ａ当たり約1.5俵分

こだわり米や湛水直播栽培に取り組んだ場こだわり米や湛水直播栽培に取り組んだ場
合の減収分の助成合の減収分の助成④

役場及びJAにある申請書に、必要事項を記役場及びJAにある申請書に、必要事項を記
入、押印して、１１月３０日入、押印して、１１月３０日（できる限り６月３０（できる限り６月３０
日）ま日）までに提出してください。でに提出してください。

１０ａ当たり２０,０００円１０ａ当たり２０,０００円
借りている借りている（利用集積している）（利用集積している）水田に、水水田に、水
稲または振興品目を作付けした場合の助成稲または振興品目を作付けした場合の助成⑤

＊上記助成を受けるには、集荷円滑化事業に参加することなどの交付要件があります。詳しくは、各農家に＊上記助成を受けるには、集荷円滑化事業に参加することなどの交付要件があります。詳しくは、各農家に

送付されています通知、パンフレットをご確認ください。送付されています通知、パンフレットをご確認ください。

＊ご不明な点がありましたら、JAファーム内生産課＊ご不明な点がありましたら、JAファーム内生産課（33－1430）または役場農政係（33－5127）（33－1430）または役場農政係（33－5127）まで、お問まで、お問

い合わせください。い合わせください。

テ
ニ
ス
コ
ー
ト 

運動公園 
グラウンド 

喬木中学校 

第一駐車場 

3月5日（日）に粗大ごみの有料収集を行います。

　時　間 午前9時から12時までの3時間（小雨決行）

　会　場 運動公園第一駐車場　（略図参照）

　業　者 （有）近代化清掃　�35－2412

・処分したいものを、直接持ち込み、業者に料金を支払います。

　（品目ごとの料金は、広報と一緒に配布しておりますチラシをご覧下さい）

・家庭ごみに限ります。農業経営や事業系ごみ、産業廃棄物は出せません。

・家電５品目（テレビ、洗濯機、冷蔵庫・冷凍庫、エアコン、パソコン）は出せません。

・雨天の場合、布団は濡れないようにして持ち込んで下さい。

・鉄くず類とは専用袋に入らないもので、ごみステーションに出せないものです。

・まだ使えるものは、リサイクルショップなどに持ち込みましょう。

※平成１８年度では３回の有料収集を予定しています。これからも分別収集と資源リサイクルにご協力をお願いします。
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喬木村男女共同参画推進委員会
家庭ではお互いに対等なパートナーとして付き合えていますか家庭ではお互いに対等なパートナーとして付き合えていますか

　男女が互いにその人権を尊重し

つつ、責任をわかちあい「男は仕

事、女は家庭」という性別による

固定的な役割分担にとらわれずに、

学校で、地域で職場で、それぞれ

の個性と能力を発揮できるような

社会（男女共同参画社会）をめざし

て行きます。
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喬木村子育て支援ネットワーク

　喬木村子育て支援ネットワークを設置しました。

各機関と連絡を取りながら、子育ての悩み相談、教

育相談、虐待防止にとりくんでいきます。

　教育委員会が窓口になっています。気軽に相談し

てください。

子どもの笑顔を守るために子ども虐待をなくそう

「おかしい」と思ったら連絡してください。

窓　口

喬木村教育委員会　�33－2002　33－3684
 �33－3682
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国民年金保険料は、口座振替や前納がおトクです

１平成18年４月から平成19年３月までの国民年金保険料は、

　月額13,860円、年額166,320円です。

２保険料の前納を口座振替にすると割引額が増えます

　18年度分の保険料を前納（まとめて納める）すると、

　納付書の場合、１年前納では163,370円（2,950円割引）、６ヶ月前納

では82,480円（１回あたり680円割引）となります。

　口座振替の場合、１年前納では162,830円（3,490円割引）、６ヶ月前

納では82,220円（１回あたり940円割引）となります。

　現金払いでの前納は、４月に郵送されてくる納付書で４月30日（今

年は４月30日が休日のため５月１日）までに金融機関・郵便局・コン

ビニエンスストアまたは社会保険事務所の窓口での支払いが可能で

す。

　口座振替での前納は、平成18年３月中旬までに金融機関・郵便局ま

たは社会保険事務所への申し込みが必要となりますので、お早めにお

申し込みください。

　口座振替は４月30日（今年は４月30日が休日のため５月１日）です。

　なお、既に口座振替で前納されている方は、届出の必要はありませ

ん。

３月々の口座振替も早割（当月保険料の当月末引落し）がおトクです

　通常の口座振替（例：４月分保険料を５月末引落し）は定額保険料

（13,860円）ですが、口座振替を早割（例：４月分保険料を４月末引落

し）にすると50円割引となります。早割を申し込みすると、翌月末の

初回の口座振替で２カ月分の保険料（従前の保険料と50円割引された

保険料）が引落しとなり、その後の毎月の保険料が50円割引となりま

す。

　なお、現在口座振替をされている方で、振替方法を変更される場合

（例：毎月納付（翌月末振替）を１年前納や早割にする）は、ご住所を管

轄する社会保険事務所にご連絡ください。

　口座振替のお申し込みには、年金手帳または納付書・預貯金通帳・

口座届出印が必要です。

　口座振替の申込用紙については、金融機関・郵便局及び社会保険事

務所などに備え付けてあります。

　なお、保険料の半額免除の承認を受けている方は、通常の口座振替

（翌月末振替）のみとなります（早割及び口座振替の前納はご利用でき

ません）。

　平成１７年度コ

ミュニティ助成

事業で、寺の前

地区の祭り屋台

更新事業が行わ

れ、２月上旬に新

しい屋台が完成

しました。この

事業は宝くじの

売上金により、地域づくりの助成が行われるもので、

春のお祭りや村の文化祭等でもお囃子が披露されるこ

とになります。

【早割のイメージ図】 
平成18年3月中旬までにお申し込みされた場合 

○通常の口座振替 
保険料 

３月分 

４月分 

５月分 

引落月 

４月末日 

５月末日 

６月末日 

○早割制度 
保険料 

３月分 

４月分 

５月分 

引落月 

４月末日 

５月末日 

４月分以降の保険料から50円割引 

※口座振替日は、月末が金融機関の非営業日の場合は翌営業日 

宝くじは 

豊かさ築くチカラ持ち


